
上越市乳児一時預かり費用助成金交付規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年６月３日 

                    上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市規則第４２号 

上越市乳児一時預かり費用助成金交付規則の一部を改正する規則 

上越市乳児一時預かり費用助成金交付規則（令和７年上越市規則第３８号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第３号ア中「第３４条の１２第１項」の次に「又は同法第５９条の２第１項」を加

える。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


